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第３章　イギリスの高等教育における職業教育と学位

村田直樹・篠原康正

１．制度，法的地位

１.１　制度の枠組み

１.１.１　機関の種類

　イギリスにおいては，（１）大学，（２）高等教育カレッジ，（３）継続教育カレッジ，（４）代替高

等教育機関（alternative higher education provider），と多様な機関が高等教育プログラムを提供
している１。

　なお，１９９２年継続・高等教育法によって，自ら学位授与権を有する大学セクターと課程認定を

受けて英国学位授与機関（Council for National Academic Awards: CNAA）の学位プログラムを開
設するポリテク等公立高等教育セクターの二元的な高等教育制度が一元化され，全てのポリテク

ニクは単独で，あるいは他の高等教育カレッジ等と統合して，大学に昇格した。

（１）大学（university/university college）
　大学（university）の名称を使用するためには，①教育学位（taught degree）の学位授与権を有
すること，②大学セクターにふさわしい良好なガバナンスを実践していること，（以上が

university collegeと共通），③（universityのみに適用）（i）フルタイム換算で最低１,０００名の高等
教育プログラム学生を擁すること，（ii）そのうち最低７５０名が学位（応用準学位を含む）プログ
ラムに登録していること，（iii）（i）に該当する学生が当該機関の全学生数の５５％以上であること，
といった要件を満たした上で，枢密院（Privy Council）に申請して認可を得る必要がある（BIS, 

１ このほか，教員養成課程については，初等中等学校においても開設（school-centred initial teacher training）する
ことができ，２０１５年において２３１機関がイングランドに存在する。

図表３－１　高等教育提供機関の種類とその根拠

設置者法的根拠英語名称名　称国際分類

左記の法律等によって設立された
独立の法人

勅許状，個別法，１９８８年
教育改革法（第１２１条），
１９９２年継続・高等教育法
（第７６条），会社法等

University/University 
College

大　学５Ａ

College of Higher 
Education /Higher 
Education College

高等教育カレッジ
（大学以外の高等
教育機関）

５Ａ

主に継続教育法人主に１９９２年継続・高等教
育法（第１７条）

Further Education 
College

継続教育カレッジ５Ｂ

左記の法律等によって設立された
独立の法人（営利法人を含む）

主に勅許状，会社法Alternative Higher 
Education Provider

代替高等教育機関  ―

主に地方教育当局が設置者であっ
たが，１９８８年教育改革法で高等教育
法人として独立し，１９９１年継続・高
等教育法で大学に昇格

会社法，１９８８年教育改革
法

Polytechnicポリテクニク５Ａ
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２０１５e）。従って，教育学位（修士号まで）のみを出す機関であっても大学を名乗ることは可能で
ある。

　２０１５年の時点で，イングランドに大学は１０３校（ロンドン大学は１校として計上）あり，このう

ち高等教育財政カウンシル（Higher Educaiton Funding Council for England: HEFCE）の機関補
助を受けているのは９７校である。

（２）高等教育カレッジ（college of higher educaiton/higher education college）
　 高等教育カレッジの中には，学位授与権を有するものと有さないものが存在する。２０１５年にお
いてイングランドに高等教育カレッジは１６校あり，このうち１１校は学位授与権を持っていない。

学位授与権のない高等教育カレッジは，学位授与権のある高等教育機関の課程認定を受けて学位

プログラムを運営している。

　なお，１９８８年教育改革法は，公立高等教育カレッジについて，①フルタイム換算で３５０名以上お

よび５５％以上の学生が高度継続教育課程に在籍すること，または②同様の課程にフルタイム換算

で２,５００人以上の在学生がいることを高等教育法人の指定要件（第１２１条（１））とするとともに，
フルタイム換算で５５％以上の学生が高等教育課程に在学することをポリテク・カレッジ財政カウ

ンシル（Polytechnics and Colleges Funding Council: PCFC）の公的助成対象とする（第１２９条）
旨定めている。

（３）継続教育カレッジ（further education college）
　継続教育機関における高等教育課程は，主に，① Edexcel等が課程認定する HND（Higher 
National Diploma）や HNC（Higher National Certificate）の課程，②大学等学位授与機関が課程
認定する学位課程（応用準学位課程を含む），③学位授与機関がフランチャイズ契約により継続教

育機関で開設する高等教育機関（学生は学位授与機関に所属するものとして処理される），④自ら

学位授与権を取得して開設する応用準学位課程の４種類がある。ただし，応用準学位の授与権を

認可されている継続教育カレッジは，２０１３年現在（Education（Recognized Bodies）（England） 
Order ２０１３ No.２９９２）で３機関に限定されている。
　また，継続教育機関は，①一般継続教育カレッジ（General Further Education College）および
第三段階教育カレッジ（Tertiary Education College），②後期中等教育カレッジ（６th Form College），
③専門カレッジ（Specialist College）及び④専門指定機関（Specialist designated Institution）の４
つのタイプに大別される。一般的に，①を継続教育カレッジと呼んでいる。２０１１年の時点で，イ

ングランドには３５３校の継続教育機関があり，このうち①が２２５校，②～④が１２８校などとなって

いる２。また，２１４校が HEFCEから高等教育課程に係る補助金を得ている。（２１４校の継続教育プ
ログラムについては，その他の継続教育機関と同様に，技能財政機関（Skills Funding Agency: 
SFA）から補助金を受ける。）
　なお，１９９２年継続・高等教育法は，①高等教育または継続教育の課程に在籍する学生数がフル

タイム換算で１５％以上であること，または，②義務教育年限修了者であって全日制の教育を受け

ている１９歳未満の学生が６０％を超えていることを継続教育機関に法人格（継続教育法人）を与え

る条件（第１５条）としている。

２ National Audit Office（２０１１）によれば，継続教育提供者としては，継続教育機関（３５３校）に加えて，高等教育
機関（２５校），収容所 [secure units]（２１校），その他（８１校），民間事業者（１,０００以上）がある（p.１２）。
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（４）代替高等教育機関（alternative higher education provider）
　代替高等教育機関は，そもそも学校種別ではなく，いわば公的な機関補助を受けない多様な高

等教育提供者をいうのであって，「大学」名称の使用や学位授与権を認可されているものから，課

程認定を受けて認定元の機関名で学位プログラムを運営するものまで実態は区々（法人格につい

ても勅許状に基づく非営利法人から会社法に基づく営利法人まで多様）である。

　HEFCE（２０１５a）によれば，２０１４/１５年度に貸与制奨学金の対象となる高等教育プログラムの認
定を受けた代替高等教育機関は１０４機関であり，このうち７機関（うち「大学」名称の認可を受け

ているのは４機関）については学位授与権を認可されている（p.２４）。なお，HEFCE（２０１４b）は，
ビジネス・イノベーション・技能省（Department for Business, Innovation and Skills: BIS）の委
託調査結果として，２０１１年度に活動中の代替高等教育機関は６７４機関あり，レベルは不詳であるが

約１６万人（約半数が英国籍）が学習していることを紹介している（パラ２６c）。

（５）ポリテクニク

　教育科学省（Department of Education and Science: DES）は，１９６６年の高等教育白書「ポリテ
クニクその他のカレッジに関する計画―継続教育システムにおける高等教育」（DES, １９６６）にお
いて，今後見込まれるパートタイム学生やサンドイッチ・コース学生の需要の増大に対応するた

め，各地の継続教育機関を再編して，地域のセンターとしてのポリテクニクを創設し，集中的に

投資する提案を行った。同白書はイングランドに２５のポリテクニクを創設する構想を示したが，

その後，１９９２年までに５０超の継続教育機関が再編統合されて３３校のポリテクニクが整備された。

１９９２年継続・高等教育法によって，すべてのポリテクが３３校（のちに２校が統合して３２）の大学

に昇格した（Pratt,１９９７, pp.２-３）。

１.１.２　法的根拠・設置者

　これら高等教育機関等の設置者は根拠法によって多様であり，勅許状（Royal Chater），個別法，
１９９２年高等・継続教育法，その他会社法（Company Act）などによって法人格を取得している。
大学であっても勅許状によるもの，個別法（例えば，ダラム大学およびニューキャッスルアポン

タイン大学法（１９６３年））や会社法（例えば London School of Economics and Political Science）
によるものがある。他方，旧ポリテク等公立高等教育セクターでは，独自の法人格を持たず，地

方当局の組織の一部である機関が多かったが，ロンドン行政区内のポリテクニクは会社法に基づ

く法人格を持っていた。同セクターの機関は，１９８８年教育改革法によって一定の条件を満たすこ

とで独立の法人格を与えられた。同様に，継続教育カレッジは，一部に当初から独自の法人格を

有するものもあったが，地方当局の組織の一部である場合が多く，これら言わば公立継続教育カ

レッジは，１９９２年継続・高等教育法（第１７条）により法人化されていった。

１.１.３　設置目的

　各高等教育機関の目的は基本的に根拠法で規定されている。例えば，ウォリック大学の場合，

勅許状に「この大学の目的は教育および研究による学問と知識の進歩並びに大学教育の提供であ

る」と規定されている。また，１９８８年教育改革法（第１２４条）は高等教育法人の権能として，①高

等教育の提供，②継続教育の提供，及び③研究の実施及び研究その他の活動成果の適切な方法に

よる公表，の３つを定めている。１９９２年継続・高等教育法（第１８条（１））は，継続教育法人の権

能について，①継続教育および高等教育を提供するとともに，②当該教育との関連において物品

やサービスを提供する，と規定している。
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　なお，ポリテクニクについては，１９６６年の教育白書において，フルタイム学生だけではなく，

パートタイム学生やサンドイッチ・コースの学生などに，HNCから学位までの多様なレベルの高
等教育プログラムを幅広い分野にわたって提供する地域のセンターと位置づけられていた。

１.２　学位，入学・卒業要件

１.２.１　学位授与権の認可

　イギリスにおいては，学位授与権の認可と大学名称使用の認可が別々に行われる。学位授与権

は，学位の種別，すなわち①応用準学位（foundation degree），②教育学位，③研究学位（research 
degree）ごとに認可される。ただし，高等教育機関は，応用準学位の授与権を単独では申請でき
ず，教育学位の授与権を得ることで応用準学位も授与できるようになる。教育学位には第一学位

（学士相当 ordinary degree or honours degree）だけでなく，修士の学位も含まれる。また，学
位以外の diplomaや certificate等の称号（award）については学位授与権と無関係に授与すること
ができる。これら学位以外の称号については，機関独自のものを授与するほか，課程認定を受け

て他の機関の award３を授与する場合もある。
　学位授与権は，１９９２年継続・高等教育法第７６条に基づいて，枢密院が認可する。実際の手続き

としては，申請者が HEFCEに申請書を提出し，高等教育質保証機関（Quality Assurance Agency 
for Higher Education: QAA）がその内容を審査して，その結果をもとに HEFCEを通じて BISに
勧告・助言を行い，枢密院が認可するという順を踏む。

（１）教育学位授与権の認可基準（BIS, ２０１５c）
　まず，申請を行う前提として，①申請の前年度までに学士課程相当（高等教育資格枠組みのレ

ベル６）の高等教育プログラムを４年以上継続して運営してきた実績を有するともに，②大多数

の学生が学士課程相当のプログラムに登録していること，が求められる。

　その上で，申請機関は，効果的な質の維持・向上システムによって支えられた質保証に従事す

る自省的で一貫性のあるアカデミック・コミュニティーであることを要する。このため，A：ガ
バナンスとアカデミック・マネジメント（１項目），B：教育水準および質保証（４項目），C：教
員の学究および効果的な教育能力（１項目），D：高等教育プログラムを提供する支援環境（１項
目）の４つの基準を満たす必要がある。なお，２０１１年高等教育白書を受けて，継続教育カレッジ

３ Edexcel等の higher national diploma（HND）や higher national certificate（HNC）は，大学を含めて広く継続・
高等教育機関がコースを開設し，授与している。

図表３－２　機関別の設置目的

法的根拠設　置　目　的名　称

勅許状
（左記はウォリック
大学の例）

「この大学の目的は教育および研究による学問と知識の進歩並びに大学
教育の提供である」（The objects of the University shall be the advancement 
of learning and knowledge by teaching and research and the provision of 
University education.）

大　学

１９８８年教育改革法
（第１２４条）

①高等教育の提供，②継続教育の提供，及び③研究の実施及び研究その他
の活動成果の適切な方法による公表

（高等教育法人）

１９９２年継続・高等教
育法（第１８条（１））

①継続教育および高等教育を提供するとともに，②当該教育との関連にお
いて物品やサービスを提供する

継続教育法人
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も教育学位授与権の認可対象機関となった４。

（２）応用準学位授与権の認可基準（BIS, ２０１５a）
　教育学位や研究学位と異なり，１９９２年継続・高等教育法（第１５，１６条）によって継続教育法人

（Further Education Corporation）または後期中等教育法人（６th Form Corporation）の法人格を
与えられた機関（基本的に公的助成を受ける機関）のみが申請できる。その上で，応用準学位の

授与権を申請するためには，申請の前年度までに準学位相当（高等教育資格枠組みのレベル５）

の高等教育プログラムを４年以上継続して運営してきた実績を有する必要がある。教育学位と同

様，上記 Aから Dの基準に照らして審査が行われるが，機関の外で行われる実践的な教育・訓練
の水準の維持や質保証の取組（B２），教員に適切な雇用経験や最近における職業実践の機会が確
保されていること（C１）が基準に含まれている。また，申請に当たって，①課程認定をしていた
学位授与権を有する機関からの推薦書，②応用準学位を取得した者がより上級の学習に進む機会

が確保されていることを証明する資料，③応用準学位授与権の認可を申請することに関して在学

生と協議した結果を明らかにした資料，を提出する必要がある。さらに，QAAの審査チームが，
work-based learningの実施先である企業等を訪問することになっている。なお，継続教育カレッ
ジについては，審査の課程において，HEFCEが SFAとも連絡を取ることとなっている。

（３）学位授与権の期限等

　１９８８年教育改革法第１２９条に基づき HEFCEから公的助成を受ける高等教育機関は，期限のない
学位授与権を与えられるのに対して，HEFCEから公的助成を受ける継続教育機関及び代替高等教
育機関は６年間の期限を定めた学位授与権が与えられ，当該期限到来の６カ月前までに再申請し

て再認可される必要がある。また，応用準学位授与権については，１９９２年継続・高等教育法第７６

条が２００７年継続教育・訓練法第１９条で修正され，枢密院が応用準学位授与権の認可に当たって，

①認可された機関が第三者のプログラムを課程認定できないようにすること，②認可前の応用準

学位プログラムの修了者に学位授与できないようにすること，ができる旨規定されている。

　なお，学位授与権は組織を特定して認可されるため，他の機関に買収されて当該組織がその一

部に組み込まれた場合，当該組織のみで学位授与権が継承され，新たな機関の他の組織には及ば

ない。法人格の変更にあっても当該組織全体の法人格が変更される場合には学位授与権は継承さ

れる。ただし，勅許状によって学位授与権を与えられた組織が法人格を変更する場合には，１９９２

年継続・高等教育法第７６条に基づき学位授与権を枢密院に再申請する必要がある。

１.２.２　入学・卒業要件

（１）入学資格

　高等教育課程への入学に際して，全国資格枠組み（National Qualification Framework/Qualifications 
and Credit Framework:NQF/QCF【参考資料１】）のレベル３相当の資格の取得を要件とすること
が一般的である。レベル３の資格としては，GCE・Aレベル（General Certificate of Education 
Advanced Level）が最も普及しているが，大学や専攻により，通常，GCE・Aレベルに代わる資
格を認めている。それらは，国際バカロレア（International Baccalaureate）といった国際的な入
学資格のみならず，資格授与団体が認定する専門分野別の職業資格，さらには汎用的なスキルの

４ 現時点での実例はない模様である。
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資格など多種多様となっている。図表３－３は，UCAS（Universities and Colleges Admission 
Service）による例示である５。

　また，これらの資格を持たない人のために，高等教育機関が高等教育アクセス・ディプロマ

（Access to HE Diploma）コースを開設している。このコースは通常フルタイムで１年間を要し，
QAA（２０１５a）によれば１,１００コース以上が開設されており，これらのコース修了者が毎年２万人
程度高等教育機関を志願している。このほか，入学前の多様な経験（職業経験等）を各機関が判

断して入学を許可する。

　第一学位課程に関しては，特にアカデミックな能力が求められる傾向にあるが，GCEの Aレベ
ル試験（通常３科目）と BTEC（Business and Technology Education Council）（レベル３）につ
いて，その成績による入学機関の状況を見ると図表３－４のとおりであり，優れた成績であれば

BTEC資格保持者であっても難関大学に入学している。逆に低い成績の Aレベル試験資格保持者
の一部は継続教育カレッジに入学している。他方，優れた成績の BTEC（レベル３）資格保持者
の一部が継続教育カレッジに入学しているのに対して，優れた成績の Aレベル試験資格保持者は
継続教育カレッジには入学していない。【参考資料２】

　他方，応用準学位課程の場合，特に，プログラム提供者に対して“accessibility”を求めており，
伝統的な資格だけではなく，専門的なサーティフィケートやディプロマなど，関連する職業経験

５ 大学・カレッジ入学サービス（UCAS）は，こうした各種の資格を点数化（UCAS Tariff point）し，異なる資格の
成績を標準化している。２０１６年１月現在，UCASの Tariff Tablesには約１００の資格のポイントが提示されている。

図表３－４　入学資格と高等教育提供機関の関係（２０１０/１１年度）

入　学　資　格

高等教育提供機関の種類 BTEC・レベル３ GCE ・Aレベル

非高成績高成績※１非高成績 高成績※１

７％７％５％４％専門高等教育機関※２

イ
ン
グ
ラ
ン
ド

２％９％１３％７７％高等教育機関（難易度：高）

２６％３７％４３％１０％高等教育機関（難易度：中）

４６％３６％３０％４％高等教育機関（難易度：低）

１７％９％２％０％継続教育カレッジ

０％０％０％０％代替高等教育機関

２％３％６％５％イングランド以外の英国

（１００％）
７,７６０人

（１００％）
１３,４５５人

（１００％）
８９,０４５人

（１００％）
６６,２９５人

合　　計

出所：HEFCE（２０１５c）の table４２及び Table４３から筆者が編集作成した
※１　Ａレベルについては ABB以上，BTECについては DDM以上の成績を高成績と定義。
※２　専門高等教育機関は，在学生の６０％以上が１～２の専門分野に集中している高等教育機関と定義。

図表３－３　全国資格枠組みのレベル３の例

職　業普　通

・BTEC Level３ （アワード／サーティフィケイト／ディプロマ）
・BTEC National（L３）
・OCR Level ３（サーティフィケイト／ディプロマ）
・OCR National（L３）
・NCFE Level ３（サーティフィケイト／ディプロマ）

・GCE・A／ ASレベル
・GCE応用科目
・スコットランド上級資格（AH）
・国際バカロレア（IB）
・Key Skills（level ３）
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を含めて幅広く適格性を認定するよう奨励している。

（２）標準修業年限，卒業要件，編入学【参考資料３】

　第一学位課程は，通常３年である。ただし，外国語の専攻学生などは半年ないし１年間の海外

留学等を課せられて，卒業に４年を要する場合がある。また，理工系の一部のプログラムは４年

間の修業年限になっており，修了時には統合修士（Integrated master，レベル７）の学位が授与
される。第一学位課程（Honour’s degreeの場合）は，通常３６０単位（うち９０単位はレベル６の内
容）を取得することが卒業の要件になっている。

　応用準学位課程の修業年限は，通常２年である。卒業のためには，職業現場での実習を含めて

通常２４０単位（うち９０単位はレベル５の内容）を取得する必要がある。また，応用準学位取得者や

HND（高等教育ディプロマ）等その他の高等教育資格取得者は第一学位プログラムに進学できる。
学位授与権の認可要件と関連するが，応用準学位課程を開設する高等教育機関は，応用準学位取

得者のために少なくとも一つの第一学位プログラムへの進学の道が開かれていることが期待され

ている。HEFCE（２０１４b）によれば，２００９年度において高等教育機関で応用準学位を取得した者
の４５％，同じく HND取得者の６１％が同じ機関の第一学位課程に進学している。他方，継続教育
機関で応用準学位を取得した者の３１％，同じく HND取得者の１０％が同じ機関の第一学位課程に
進学している（パラ２２）。

　なお，大学院への入学資格は，基本的に第一学位取得者またはこれと同等の能力を有する者に

与えられる。

２．システムの構造と機能

２.１　就学規模，費用負担

２.１.１　進学率及び入学者数

　１８歳人口に占める高等教育進学者は，HEFCE（２０１５a）によれば，イングランドの場合，２０１４/１５
年度で３０.４％である（p.６）。また，OECDの定義に基づく進学率は，全英で２０１２/１３年度で第一学
位課程が６７％，それ以外の学部教育課程が２０％となっている（OECD, ２０１３）。図表６から明らか
なように，第一学位課程への進学率が増加する一方で，それ以外の学部教育課程への進学率が減

図表３－５　入学・卒業要件，学位，接続

大学院への入学
第一学位課程
への編入

学位卒業要件入学要件名　称

可　　―第一学位＜学士＞
（Ordinary degree
又 は Honour’s 
degree）

通常，フルタイム
で３年（Honour’s 
degreeの場合，
３６０単位※）

GCE・Aレベル試験
（３科目），BTEC（レ
ベル３），IB等

第一学位課程

第一学位課程を
修了すれば可

可応用準学位
（Foundation degree）

通常，フルタイム
で２年（２４０単位）
職業現場での実
習が必須

第一学位課程と同様
の伝統的な試験資格
に加えて，各種職業資
格や職業経験を柔軟
に評価

応用準学位課程

※１単位は１０学習時間　　　　　
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少している。なお，平均年齢で見ると，第一学位課程が２２歳，それ以外の学部教育課程で３３歳と

なっている。

　学部レベル入学者は，大学・高等教育カレッジの場合，２０１３/１４年度においてフルタイム学生
が約３６３,０００人，パートタイム学生が約１２１,０００人（いずれも英国籍及び EU国籍）である。このう
ち，第一学位課程入学者はフルタイムで約３４万人，パートタイムで約４.３万人，応用準学位課程入
学者は，フルタイムで約１３,７００人，パートタイムで約５,８００人である。【参考資料４】
　これに対して，継続教育カレッジの学部レベルのプログラムへの英国籍及び EU国籍の入学者
は，フルタイムで２５,９００人，パートタイムで９,６００人となっている（いずれも２０１３/１４年度）。この
うち第一学位入学者はフルタイムで約６,０００人（パートタイムは不明），応用準学位課程入学者は

図表３－７　大学・高等教育カレッジの入学者数（２０１３/１４年度）

図表３－６　全英の高等教育進学率推移  　　　　　　　　出所：OECD（２０１４）

図表３－８　継続教育カレッジの入学者数（２０１３/１４年度）



第３章　イギリスの高等教育における職業教育と学位 45

フルタイムで約１２,０００人，パートタイムで約２,２００人である。
　なお，２０１２/１３年度入学者から授業料の標準額が６,０００ポンド，上限が９,０００ポンド／年に引き上
げられたこと，かつて履修したプログラムと同レベルの高等教育プログラムに入学する者は（貸

与制）奨学金の対象とならないこと等から，パートタイム学生（特に大学・高等教育カレッジの

第一学位以外の学部教育課程）が大きく落ち込んでいる。

図表３－９　イングランド高等教育プログラム在学者（２０１３/１４年度）
上段（ ）：パートタイム学生，下段：フルタイム学生

各課程に
占める比率

合 計外国籍※４
UK＋ EU籍※４

２０１３/１４年度　　
　　在 学 者（人） （パート比率）

総在学者
構成比

フルタイム・パー
トタイム別在学者

（２３.２％）
４２.９％

（５,８８２）
２１,２６８

（３５）
１４０

（２１.７％）
２６,９７５

（２８.９％）
４３.８％

（５,８４７）
２１,１２８応用準学位

継
続
教
育
カ
レ
ッ
ジ

（５５.５％）
７２.１％

（１,９６６）
８,７０４

（４２）
６８２

（１９.５％）
９,８８６

（９.５％）
１６.６％

（１,９２４）
８,０２２H N D　　

（１.７％）
１.６％

（３,８２０）
１７,１９４

（２５）
２４９

（１８.３％）
２０,７４０

（１８.７％）
３５.１％

（３,７９５）
１６,９４５Other UG※１

 ―  （ ― ）
 ―　

（うち第一学位）　
　　　　　※３

（１０.１％）
１５.１％

（８,７０８）
２,２７５

（１２）
１５４

（８０.４％）
１０,８１７

（４２.９％）
４.４％

（８,６９６）
２,１２１Sub Degree※１

（６.０％）
４.２％ 

（２０,３７６）
４９,４４１

（１１４）
１,２２５

（２９.６％）
６８,４７８

（１００％）
１００％ 

（２０,２６２）
４８,２１６小　　計

（７６.８％）
５７.１％ 

（１９,４７４）
２８,３４７

（２７０）
１,４６３

（４１.７％）
４６,０８８

（６.２％）
２.７％

（１９,２０４）
２６,８８４応用準学位

大
学
・
高
等
教
育
カ
レ
ッ
ジ

 （４４.５％）
２７.９％ 

（１,５７６）
３,３６４

（４）
１２２

（３２.７％）
４,８１４

（０.５％）
０.３％

（１,５７２）
３,２４２H N D

（９８.３％）
９８.４％

（２１９,２５２）
１,０８２,６２３

（６,４６４）
１１４,２５３

（１８.０％）
１,１８１,１５８

（６９.２％）
９５.９％

（２１２,７８８）
９６８,３７０Other UG

 ―   
（１６６,９４５）
１,０９５,１７５

（４,０１５）
１１２,７０５

（１４.２％）
１,１４５,４００

（１６２,９３０）
９８２,４７０

（うち第一学位）
　　　　※２

（８９.９％）
８４.９％  

（７７,４６４）
１２,８０２

（３,４７７）
２,０３６

（８７.３％）
８４,７５３

（２４.１％）
１.１％ 

（７３,９８７）
１０,７６６Sub Degree

（９４.０％）
９５.８％

（２８７,５４０）
１,１４２,９２０

（９,６９５）
１１８,４８５

（２３.４％）
１,３０２,２８０

（１００％）
１００％

（２７７,８４５）
１,０２４,４３５ 小　　計

（１００％）
１００％ 

（２５,３５６）
４９,６１５

（３０５）
１,６０３

（３４.３％）
７３,０６３

（７.６％）
４.５％

（２５,０５１）
４８,０１２応用準学位

合
計

（１００％）
１００％ 

（３,５４２）
１２,０６８（４６）８０４

（２３.８％）
１４,７００

（３,４９６）
１.１％

（３,４９６）
１１,２６４H N D

 （１００％）
１００％ 

（２２３,０７２）
１,０９９,８１７

 （６,４８９）
１１４,５０２

（１８.０％）
１,２０１,８９８

（６６.１％）
９３.２％

（２１６,５８３）
９８５,３１５Other UG

― 
（ ― ）

 ―　（うち第一学位）

 （１００％）
１００％ 

（８６,１７２）
１５,０７７

（３,４８９）
２,１９０

（８６.５％）
９５,５７０

（２５.２％）
１.２％ 

（８２,６８３）
１２,８８７Sub Degree

 （１００％）
１００％

（３３８,１４２）
１,１７６,５７７

（１０,３２９）
１１９,０９９

（２３.７％）
１,３８５,２９１

（１００％）
１００％

（３２７,８１３）
１,０５７,４７８計

出所：HEFCE（２０１５b）“２０１３-１４ Student numbers from HESES１３-HEIFES１３”に基づき筆者が作成

※１　Other UGには，第一学位及び応用準学位接続課程（foudation degree bridging course）等が含まれ，Sub Degree
には，HNC, Diploma of Higher Education（DipHE）, Certificate of Education（CertEd）等が含まれる。

※２　大学・高等教育カレッジの数値については，第一学位課程及びその他学部教育課程を含めた小計のデータが
HESA（２０１５b, Table １１a）により広く公表されているため，これを用いた。ただし，パーセンテージの計算は
HEFCE（２０１５b）の数値を用いた。このため，これら以外の大学・高等教育カレッジの数値及び合計の数値と
整合性がとれていない。（なお，HESAデータには University of Buckinghamが含まれる。）

※３　継続教育カレッジの第一学位課程の在学者数は不明である。
※４　「UK ＋ EU籍」や「外国籍」という表現について，正確には国籍ではなくて，入学前の主たる居住国（‘permanent’ 

country at domicile）である。 
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２.１.２　在学者数

　高等教育プログラムの英国籍及び EU国籍の在学者（２０１３/１４年度）は，イングランドの場合，
図表３－９のとおり，HEFCEの補助を受ける大学・高等教育カレッジで約１３０万人で，このうち，
第一学位課程の在学者は約１１４万５,０００人（うちパートタイム学生は１４.２％），応用準学位の在学者
は約４６,０００人（うちパートタイム学生は４１.７％）である。同様に，継続教育カレッジの高等教育プ
ログラム在学者は，約６万８,５００人で，このうち，応用準学位課程の在学者は約２７,０００人（うちパー
トタイム学生は２１.７％）である。なお，代替高等教育機関の在学者は，約３２,０００人であり，その大
半は HNDの学生とされる（HEFCE,２０１５a, p.１１）。
　また，３０歳以上の学生が占める割合を在学者について見ると，２０１３/１４年度（HESA, ２０１５b, 
Table ４b, ４c, ４e, ４f）の場合，HEFCE等ファンディング機関の補助を受ける大学・高等教育カレッ
ジおよび継続教育カレッジを通じて，全英で，第一学位課程で５.５％（フルタイム），５６.３％（パー
トタイム），第一学位以外の学部教育課程で２１.２％（フルタイム），６１.３％（パートタイム）といず
れもパートタイム学生が多い。

２.１.３　費用負担

　２０１２/１３年度の入学者から授業料が引き上げられた（標準額：６,０００ポンド／年，上限額：９,０００
ポンド／年）６ことを受けて，政府資金は機関補助から個人補助（Student Loans Companyによる
貸与制奨学金）へとシフトし，HEFCEが学生数を基本として算出する補助金の対象となる教育
プログラムは基本的に実験系・臨床系の高コスト分野に限定されることとなった７。なお，代替高

等教育機関は HEFCEの機関補助の対象とはなっていない。
　公的な奨学金は，BISに登録された高等教育プログラム（HEFCEの公的補助を受ける機関は個
別の登録を要さない）において，①家計など一定の基準を満たす者に対する給付制の奨学金と②

原則として全ての学生（同じレベルの教育プログラムに再び入学する者は除く）が対象となる貸

与制奨学金の二種類からなる。このほか，各高等教育機関も独自の奨学金を有する。なお，企業

等が授業料を負担している学生も一部に存在する。

２.２　専門分野別の在学者

　大学・高等教育カレッジにおける第一学位課程の英国籍学生は，図表３－１０のように，生物学

系（Biological sciences），経 営 学 系（Business and administrative studies），医 療 系（Subjects 
allied to medicine），社会科学系（Social studies），芸術系（Creative arts and design）のプログラ
ムを履修する者が多く，これらの分野で約半数を占める。これに対して，第一学位以外の学部教

育課程の学生は，図表３－１１のように，医療系，教育学系のプログラムを履修する者が多く，両

分野で４割以上を占めている。

　個々の高等教育機関によって専門分野の構成は多様であるが，大学の場合，一般的に１９９２年以

前からの大学は基礎的学術分野８，１９９２年以降の大学（ポリテク等から昇格したもの）は，応用分

野に軸があると言われている。具体的には，図表３－１２のように，旧ポリテクから昇格した大学

６ OFFAによれば，２０１４/１５年度の平均授業料は，大学・高等教育カレッジで８,７３５ポンド，継続教育カレッジで６,４１７
ポンドであり，継続教育カレッジの方が標準額に近い設定になっている。（Table ２）

７ HEFCEは教育コストを５つに区分しており，学部段階については，原則として，このうち上位３区分（臨床系，
実験室系，考古学・芸術・ＩＴ等）が公的助成の対象となっている。

８ ただし，CATから昇格した大学など「ニュー・ユニバーシティー」においては高度な技術教育や学際的な領域の
教育研究を特色とするものもある。
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は，伝統的な大学と比べて，医療系（特に看護学，栄養学），生物学系（特にスポーツ・エクササ

イズ），農学系，コンピュータ科学，建築・建設系，経営学系（特にマーケティング，人材管理），

マスコミ・メディア系，芸術系，教育学系により多くの在学生を有している。

　また，応用準学位の場合，医歯学，獣医学を除く全ての学問分野で応用準学位のプログラムが

開設されているが，特に，サイエンス系，教育，ビジネス，芸術・デザイン，医療分野の学生数

が多い（HESA, ２０１５b, Table １６）。
（第一学位課程と応用準学位課程の教育課程等の比較については，参考資料５のとおり。）

　なお，HEFCE（２０１５a）によれば，代替高等教育機関は，経営，法学，芸術・デザインに集中
している（p.２４）。

図表３－１０　全英における分野別第一学位課程英国籍学生数（２０１３/１４年度）

図表３－１１　全英における分野別第一学位以外の学部教育課程英国籍学生数（２０１３/１４年度）
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２.３　就職先，産業界との連携

　英国の大学・高等教育カレッジにおける全ての学部教育課程修了者の卒業後４ヶ月から１年以

内の就職等の状況は図表３－１３のようになっている。第一学位課程修了者の方がフルタイムの職

に就く比率が６割前後と高い一方，その他の学部教育課程のフルタイム学生は，卒業後に進学等

する者が最も多く，１／４以上を占めている。

　英国においては，高等・継続教育機関が専門職業資格に関連する教育プログラムを編成する場

図表３－１２　イングランドの大学※の学問分野別第一学位全フルタイム学生（２０１３/１４年度）

図表３－１３　英国における全学部教育課程修了者の卒業後の進路（２０１３/１４年度）

計その他
失業，
求職中

進学，研究・
訓練継続

就労しつつ
進学，研究・
訓練継続

就職
（パートタイム）

就職
（フルタイム）

２４５６２０
（１００％）

１１３９５
（４.６％）

１５９２０
（６.５％）

３１３７０
（１２.８％）

１３０５５
（５.３％）

３１９３５
（１３.０％）

１４１９４０
（５７.８％）

第１学位課程
フルタイム（人）

％

２１１５
（１００％）

１７８０２
（８.０％）

９４０
（４.３％）

１１５０
（５.２％）

１６１５
（７.３％）

２９７５
（１３.４％）

１３６５５
（６１.８％）

パートタイム（人）
％

２４７９０
（１００％）

８４５
（３.４％）

１１６０
（４.７％）

６６００
（２６.６％）

２４３０
（９.８％）

２１００
（８.５％）

１１６５５
（４７.０％）

その他の学部教育課程
フルタイム（人）

％

２０１２５
（１００％）

１２２０
（６.１％）

４７５
（２.４％）

１９７０
（９.８％）

３９００
（１９.４％）

２２８５
（１１.３％）

１０２８０
（５１.１％）

パートタイム（人）
％

出所：HESA（２０１５a）TableC
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合，専門職能・法令資格認定団体（Professional, Statutory and Regulatory Bodies: PSRBs）のア
クレディテーションを受けることによって，修了者が資格取得の手続き（の一部）を免除される９。

また，QAAの機関評価を受ける際に参照される質規範（Quality Code）においては，上記のプロ
グラムに限らず，教育プログラムの企画・点検の際に広く外部の参画を得るよう求めている。

　特に，応用準学位については，雇用者が教育プログラムの企画・評価に参画することを求めて

いる。また，認可基準からも明らかなように，プログラムの中に現場実習を組み込むことが想定

されている。

　また，１９６０年代に創設された「ニュー・ユニバーシティー」や旧ポリテク等１９９２年以降昇格し

た大学等を中心に，学期や学年の単位で職場と大学を往来するサンドイッチ・プログラムが広く

運営されており，これによりビジネス，工学，コンピュータ，生物科学，芸術の分野に多くの学

生が在籍している。サンドイッチ・プログラムは，医歯学，獣医学を除く全ての学問分野で開設

されている（HESA, ２０１５b, Table ９）。
　なお，職業資格や職業経験と高等教育課程との関連付けを積極的に推進する組織として，

University Vocational Awards Councilがある。

２.４　質的保証のメカニズム

　基本的には，政府による学位授与権の認可または高等教育プログラムの登録審査，学生定員の

管理，専門職能・法令資格認定団体によるアクレディテーション，QAAによる評価（Higher 
Education Review），QAA及び HEFCEによるモニタリング，が高等教育の質保証の手法である。
　学位授与権の認可及び専門職能・法令資格認定団体によるアクレディテーションについては，

１.２で述べたとおりである。

２.４.１　高等教育プログラムの登録審査

　学位授与権を持たない代替高等教育機関（HEFCEから公的助成を受けていない継続教育機関が
新たに高等教育プログラムを開設する場合を含む）の場合，開設する高等教育プログラムに在学

する学生が政府の貸与制奨学金を得るためには，当該プログラムが BISに登録されている必要が
ある。登録審査は BISが行うが，事前に① QAAの評価を受けることになっており，QAAの評価
を受けるためには当該組織が１年間以上高等教育プログラムを運営した実績を有する必要がある。

加えて，②財政的持続性やマネジメント・ガバナンスの観点から HEFCEに必要書類を提出して
チェックを受ける。さらに，③プログラムの適格性（奨学金対象プログラムは修業年限が最低１

年間で一定の高等教育資格につながるものである必要がある）についてもチェックされる。プロ

グラムの登録は毎年手続きが必要であり，このため，代替高等教育機関も QAAに会費を支払っ
て，年次監視訪問（annual monitoring visit）を受ける必要がある。

２.４.２　学生定員の管理

　学生定員管理については，機関補助が主流だった時期においては，基本的に補助単価（ユニッ

トコスト）に学生数を乗じて補助金が算出されるため，補助要項（financial memorandum）にお
いて学生数の上限を設定する等の方法で学生定員管理が行われていた１０。しかし，授業料が値上げ

され，財政支援の構造が機関補助から個人補助へと移行する中で，定員管理の果たしてきた役割

９ HESA（２０１５c）によれば，２０１２年に１６２機関が PSRBとして登録されている。【参考資料６】
１０ こうした定員管理は，教育の質保証として機能していただけではなく，逆に，ユニットコストの目減りにもかか
わらず一定数の学生を受け入れる「効率化」の道具としても活用されたという側面もある。
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が減少するとともに，学生獲得競争を通じて教育の質の向上を図るという方針が採用されるよう

になった。特に，２０１２/１３年度から授業料の上限額が９,０００ポンド／年に引き上げられたことを契
機に，段階的に学生定員の自由化が進められ，２０１５/１６年度からは HEFCEの公的助成を受ける高
等教育機関及び継続教育機関は，原則として，自由に学生を受け入れることができることとされ

た。他方で，代替高等教育機関において，本来，貸与制奨学金の対象とならない学生を SLCに奨
学金有資格者として登録していたことなどが発覚したことから，公的助成を受けない高等教育提

供機関は，引き続き BISの定員管理の対象とされた１１。

２.４.３　QAAによる高等教育評価等

　QAAによる高等教育評価は，書面分析と訪問審査の二段階で実施され，審査結果は，①学問的
な水準の設定および維持について，i）UKの期待に合致している，ii）UKの期待に合致するよう
改善を求める，iii）UKの期待に合致していない，②学習機会の提供，情報の提供および学習機会
の質の向上について，i）推奨される，ii）UKの期待に合致している，iii）UKの期待に合致する
よう改善を求める，iv）UKの期待に合致していない，の判定によって示される。「UKの期待に
合致するよう改善を求める」，「UKの期待に合致していない」の判定を受けた機関は，頻繁にフォ
ローアップ審査を受けることになる。過去２回の評価が連続して良好であれば，評価期間は６年

間隔となるが，それ以外は４年である。

　QAAおよび HEFCEによるモニタリングについては，全ての高等教育プログラム提供者（学位
授与権のない代替高等教育機関は貸与奨学金の対象プログラムを有する場合のみ）が対象となり，

年間を通じて様々なデータ（学生数，財務データ等々）を提出し，チェックを受ける。

２.４.４　ポリテク等公立高等教育セクターに係る取扱

　かつて存在したポリテク等公立高等教育セクターは，いずれも学位授与権を持たず，CNAAの
課程認定（後に優れた実績を有する機関は機関認証を受け，個別プログラムの審査が不要となっ

た）を受けて，学位プログラムを運営し，修了者は CNAAの学位を授与された。また，勅任視学
官（Her Majesty's Inspector： HMI，現在の Ofsted）による評価を受けた１２。

３．歴史的背景と政策動向

３.１　歴史的経緯・社会的背景

３.１.１　大学

　古くはオクスブリッジ，産業の発展に伴う「赤レンガ」大学，１９６０年代の「ニュー・ユニバー

シティー」と時代の要請に対応した新たな大学が創設されてきた。基本的には，学問分野を基盤

とするアカデミックな教育プログラムと研究を重視した運営が行われてきた。１９９２年の高等教育

制度の一元化により，旧ポリテク等を基盤とする新たな大学が誕生し，研究重視の大学から実学

重視の大学まで大学セクター内での多様化が一層進展した。

３.１.２　高等教育カレッジ

　古くはオクスブリッジによる学位授与権の独占を背景として，新たな高等教育ニーズに対応し

１１ 定員を超過して学生を収容していた場合には，最大で一人５,０００ポンド支払うか，行政処分を受けることになる。
１２ 現在，教員養成課程については，大学であっても Ofstedの審査を受ける必要がある。
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て創設された高等教育機関が学位授与権を与えられず，「カレッジ」として位置づけられていた。

これら機関の中には，実際に高等教育プログラムを担う人材が不足していたり，継続教育プログ

ラムの学生が主流であったりするものもあった。このため，例えば，ロンドン大学の傘下で実績

を積んで大学へと昇格していったものも多い。第二次大戦後にあっては，新たな高度専門教育や

地域の高等教育ニーズに対応するため，理工系を中心とする College of Advanced Technology
（CAT）や教員養成系の College of Higher Education（CHE）などが創設され，これらの多くも
やがて大学へと昇格していった。

　既述のとおり，高等教育カレッジの中には学位授与権を有するものと有さないものがあるが，

かつては学位授与権があっても「大学」名称を使用できないものも多かった。その背景には，研

究学位の授与権を有することが「大学」名称使用の要件とされていたことなど １３ があげられる。

しかし，近年，こうした要件が緩和されており，このカテゴリーの機関は減少傾向にあると言える。

３.１.３　継続教育カレッジ

　１８世紀末に向けて産業革命によって職業訓練需要が飛躍的に拡大し，継続教育機関の起源とな

る機械学校や技能学校が多数設立されるとともに，技能面の発展と自助の文化が労働者の基礎技

能，新たな知識の獲得と教養のための夜間学級の開設を助長した。その後，技能教育中心の内容

に，進学のためのセカンド・チャンス，個人の社会的栄進や社会的統合，高等教育の身近な機会

の提供，雇用者の労働生産性向上の要求への対応といった様々な機能を追加していった。

　デアリング報告において短期高等教育機関の果たす役割や準学位の創設等が着目され，２００７年

の継続教育・訓練法によって，継続教育機関に応用準学位の授与権が認められるようになった。

３.１.４　代替高等教育機関

　英国の教育行政は，公費によって支援を受ける公的セクターと政府からは完全に独立したイン

ディペンデント・セクターに区分され，後者に対する規制はほとんどない代わりに，統計的な

データさえないといった傾向が見られる。高等教育においては，バッキンガム大学が早くから学

位授与権を認可されていたが，２年間で第一学位が取得できる短期集中プログラムを開設して，

専ら途上国からの留学生を受け入れてきた。それ以外の機関も学位・準学位未満の高等教育プロ

グラムの提供を中心に活動が展開されてきたものと考えられる。しかし，２０００年前後から学生か

らの授業料徴収制度が導入・拡大される中で，機関補助から個人補助へのシフトが始まり，代替

高等教育機関への期待と規制が徐々に増大していくこととなった。しかし，学位授与権を有する

一部の機関を除くと，提供するプログラムは HND等短期間のものに限定されているのが現状と
言える。

３.１.５　ポリテクニク

　大学セクターとは異なる実学重視の高等教育機関として発足するが，もともと大学への昇格を

期待していた機関も含まれていたこと，CNAAの課程認定等のプロセスにおいてアカデミックな
コミュニティーの形成などが求められることとなり，革新的な高等教育プログラムの開発という

面で一定の成果をあげたものの，当初の想定とは異なる方向に発展していったと考えられる。ま

１３ Farrington, D.（１９９８）は，St. David Collegeの大学の地位をめぐる訴訟の判例（１９５１年）をとりあげ，法廷が大
学の特性として，神学，法学（または哲学）及び医学のいずれか一つの学問を教授していること等を明示してい
た（pp.９-１０），と述べている。
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た，ガバナンス面でも伝統的な大学に影響を及ぼす取組が見られたが，結果的に比較的安価な投

資コストで高等教育需要の拡大に対処する受け皿となってしまった面もある。

３.２　政策の動向

　高等教育財政の増大に伴い，１９９０年代後半から授業料を学生から徴収する政策がとられるよう

になり，特に，２０１２/１３年度以降の入学者から授業料の上限が９,０００ポンド／年に設定された。こ
れに伴い，高等教育に対する国の支援は，機関補助から個人補助へとシフトしている。こうした

政策動向の背景には，機関間の競争によって，高等教育の質の維持・向上が図られる，との考え

方が存在する。その結果，公的助成を通じて，様々な規制を行ってきた従来の行政手法を変更し，

これまで規制の外にあったインディペンデント・セクター（代替高等教育機関）をも巻き込む形

で新たな高等教育規制枠組み（学位授与権や「大学」名称使用の認可，課程認定，政府補助金に

係る覚書，学生支援のための高等教育プログラムの登録，QAAによる高等教育評価，Unistatsを
通じた情報公開等）が形成されつつある。

　機関間の競争による質の向上という考え方は，学生定員の管理にも影響を与えており，既述の

とおり，学生定員の段階的な自由化が進められた。具体的には，当初，GCE・Aレベル試験で二
科目が A，一科目が B以上の学生については，定員の外枠で入学させることができるようにする
政策を２～３年間継続し，各高等教育提供機関の定員がそれほど大きな変動を見せなかったこと

などから，２０１５/１６年度からはこのような成績基準による制限は撤廃され，公的助成を受ける高
等教育提供機関については，学生定員が自由化されることとなった。他方で，貸与制奨学金対象

者が増大することへの懸念もあり，代替高等教育機関については，定員管理を含めて高等教育プ

ログラムの認定等に係る政府の規制が強化されることとなった。

　職業教育に関して言えば，従来，継続教育セクターを中心に進められてきた政府のアプレンティ

スシップ（Apprenticeships）事業が，近年，高等アプレンティスシップ（Higher Apprenticeships）
事業として高等教育セクターに拡充されている１４。特に，２０１５年３月にはキャメロン首相によって

学位レベルアプレンティスシップ（Degree Apprenticeships）事業が発表された１５。これは，政府
と企業が費用を負担して，学生を雇用しながら，高等教育機関にも在籍させて，第一学位または

修士を取得させるとともに，当該産業分野で必要な実践的な高度専門職業能力をも獲得させる事

業である。あらかじめ企業と高等教育機関が協議をして学問的知識と実践的な専門技能の双方を

獲得できるように企画したプログラムを提供するタイプのものと，当該産業分野で必要な学問的

な知識の提供と専門的なコンピテンスを獲得するための追加的訓練（専門職能団体等が提供する）

が分離したタイプの二種類がある。学生は企業から給与を支給されるとともに，授業料を負担す

る必要もない。この新事業の発表時においては，当面の対象として，電子システム工学，航空宇

宙工学，防御システム工学，電力システム，広告，デジタル産業，自動車工学，建設等１３分野が

公表された。各分野ごとに委員会が設置され，産官学の代表が参画している。参画大学は，１９９２

年以降昇格した大学だけでなく，伝統的な大学も含まれている。

１４ 政府が２０１５年３月に発表したところでは，２０１４/１５年度において９,０００人を超える者が高等アプレンティスシップ
事業の支援を受けている。

１５ これまでも“Higher Apprenticeships”事業の中で，レベル４から７までの高等教育プログラムと高度専門職業訓
練の機会を提供していたが，このうちレベル６，７の部分を取り出して，“Degree Apprenticeships”事業として打
ち出したものである。基本的には，政府が総費用の２/３（最大で１８,０００ポンド），企業が残り１/３以上を負担する
（中小企業や１６-１８歳の採用等には追加インセンティブ有）。政府は高等教育資格に結びつく事業を拡大するため，
１,０００万ポンドを増額したと述べている。
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出所：GOV.UK Compare different qualification
［https://www.gov.uk/what-different-qualification-levels-mean/compare-different-qualification-levels，２０１５/３参照］など

参考資料１　全国資格枠組み（NQF／ QCF）

入門レベル 

ディプロマ（HND，応用準学位） 

サーティフィケイト（CHE） 

出所：DEF Education Options 14-18                    

参考資料２　中等教育段階の普通・職業教育（資格）ルート
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参考資料３  学位等と進学進路

（ロンドン大学 Birkbeck Collegeコンピュータ科学分野の例）

出所：Birkbeck Collegeのホームページ（“Learning Pathways in Computer Science and　Information Systems
　　　（２０１３-１４）”）の図を基に筆者が編集作成した
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参考資料４　イングランド高等教育プログラム入学者（２０１３/１４年度）

上段（ ）：パートタイム学生，下段：フルタイム学生

各課程に
占める比率

合 計外国籍
　　  　UK＋ EU籍

２０１３/１４年度
入 学 者 （パート比率）

総入学者
構成比

フルタイム・パー
トタイム別入学者

（２７.９％）
４５.３％ 

（２,２６４）
１２,０４９

（８）
５１

（１５.８％）
１４,２５４

（２３.４％）
４６.２％

（２,２５６）　　
１１,９９８　　応用準学位

継
続
教
育
カ
レ
ッ
ジ

（７１.７％）
７５.９％

（１,００３）
５,４３５

（１）
４５３

（１６.７％）
５,９８４

（１０.４％）
１９.２％

（１,００２）　　
４,９８２　　 H N D 

（１.９％）
１.９％

（１,４６９）
７,３５４

（１２）
７５

（１６.７％）
８,７３６

（１５.１％）
２８.１％

（１,４５７）　　
７,２７９　　 Other UG※１

―　
    （―）※３

６,０００※３（うち第一学位）

（８.５％）
２２.６％

（４,９１６）
１,８０２

（８）
１１７

（７４.４％）
６,５９３

（５１.０％）
６.５％

（４,９０８）　　
１,６８５　　Sub Degree※１

（６.７％）
６.２％

（９,６５２）
２６,６４０

（２９）
６９６

（２７.１％）
３５,５６７

（１００％）
１００％ 

（９,６２３）　　
２５,９４４　　小　　計

（７２.１％）
５４.６％

（５,８４９）
１４,５１６

（３２）
７６２

（２９.７％）
１９,５７１

（４.５％）
３.９％

（５,８１７）　　
１３,７５４　　応用準学位

大
学
・
高
等
教
育
カ
レ
ッ
ジ

（２８.３％）
２４.１％

（３９５）
１,７２４

（１）
１０１

（１９.５％）
２,０１７

（０.３％）
０.５％

（３９４）　　
１,６２３　　H N D 

（９８.１％）
９８.１％

（７４,５０２）
３８０,２５９

（３,０１６）
４７,３９５

（１７.７％）
４０４,３５０

（５５.３％）
９４.４％

（７１,４８６）　　
３３２,８６４　　Other UG  

―　 
（４３,９６５）
３８９,８２５

（１,２５５）
４９,０２５

（１１.１％）
３８３,５１０

（４２,７１０）　　
３４０,８００　　

（うち第一学位）
　　　　 ※２

（９１.５％）
７７.４％

（５３,２５６）
６,１７３

（１,５６８）
１,９６４

（９２.５％）
５５,８９７

（３９.９％）
１.２％

 （５１,６８８）　　
４,２０９　　Sub Degree

（９３.３％）
９３.８％

（１２７,２２０）
４１７,１６０

（６,４４０）
５４,２５０

（２６.９％）
４８３,６９０

（１００％）
１００％ 

（１２０,７８０）　　
３６２,９１０　　小　　計※２

（１００％）
１００％

（８,１１３）
２６,５６５

（４０）
８１３

（２３.９％）
３３,８２５

（６.３％）
６.８％

（８,０７３）　　
２５,７５２　　応用準学位

合　
　

計

（１００％）
１００％

（１,３９８）
７,１５９

（２）
５５４

（１７.４％）
８,００１

（１.１％）
１.７％

 （１,３９６）　　
６,６０５　　H N D 

（１００％）
１００％

（７５,９７１）
３８７,６１３

（３,０２８）
４７,４７０

（１７.７％）
４１３,０８６

（５６.５％）
８９.９％

（７２,９４３）※３
３４０,１４３　　Other UG  

―　    （―）※３
３４６,８００　　 （うち第一学位）

（１００％）
１００％

（５８,１７２）
７,９７５

（１,５７６）
２,０８１

（９０.６％）
６２,４９０

（４３.９％）
１.６％

 （５６,５９６）　　
５,８９４　　Sub Degree

（１００％）
１００％

（１４３,６５４）
４２９,３１２

（４,６４６）
５０,９１８

（２６.９％）
５１７,４０２

（１００％）
１００％ 

（１２９,０００）※４
３７８,３９４　　計 

　　出所：HEFCE（２０１５b）“２０１３-１４ Student numbers from HESES１３-HEIFES１３”に基づき筆者が作成  

※１  Other UGには，第一学位及び応用準学位接続課程（foudation degree bridging course）等が含まれ，Sub Degree
には，HNC, Diploma of Higher Education（DipHE）, Certificate of Education（CertEd）等が含まれる。

※２  大学・高等教育カレッジの数値については，第一学位課程及びその他学部教育課程を含めた小計のデータが
HESA（２０１５b, Table １１b）により広く公表されているため，これを用いた。ただし，パーセンテージの計算は
HEFCE（２０１５b）の数値を用いた。このため，これら以外の大学・高等教育カレッジの数値及び合計の数値と
整合性がとれていない。（なお，HESAデータには University of Buckinghamが含まれる。）

※３　継続教育カレッジの第一学位課程の数値については，i）フルタイム学生小計２５,９４４人のうち HEFCE（２０１５a）
Fig.７により２０,０００人が第一学位以外であることから，これを差し引いた約６,０００人と算出，ただし，ii）パート
タイム学生については HEFCE（２０１５a）Fig.６により，Other UG合計７２,９４３人のうち約５０,０００人が第一学位課程
であることが判明しているが，大学・高等教育カレッジの第一学位課程パートタイム学生４２,７１０人を引いた７
千人以上が継続教育カレッジの第一学位課程に入学したとすると，同カレッジ Other UG欄の１,４５７人をはるか
に超えるため，当該人数は不明とした。

※４　HESES２０１４を集計する中で前年度の数字が１３９,００８人から１２９,０００人に修正された。減少分は HEFCE（２０１５a）
Fig.５の出典の記述から大学・高等教育カレッジ分と考えられる。
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参考資料５－１　学部段階の教育課程の比較（応用準学位：第一学位）

　　　　　　　　－ロンドン大学Birkbeck College のコンピュータ科学の例―

出所：ロンドン大学 Birkbeck Collegeのホームページを基に筆者が作成
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参考資料５－２　高等教育資格枠組みの比較（応用準学位：第一学位）

出所：QAA（２０１４）に基づき筆者が作成
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参考資料６ 専門職能・法令資格認定団体リスト

　（２０１２/７/６作成版）



高等教育における職業教育と学位62

  出所：HESA （２０１５c） “KIS Collection ２０１２/１３, List of accrediting bodies,” https://www.hesa.ac.uk/index.php?option= 
com_studrec&task=show_file&mnl=１２０６１&href=accreditation_list.html, ２０１５/０８/２０




